
利用条件 書面請求権 利用条件 書面請求権

招集通知 書
面

取締役会設置会社，
議決権行使書面採用会
社， 電子投票採用会社
会社法 99条 項

株主 承諾 会社法 99条
項

し 利用不可 N A 規定 し

株主総会参考
書類

議決権行使書面採用会
社 会社法 条 項 ，
電子投票採用会社 会社法
条 項

招集通知 電磁的方法
提供 つい 株主 承
諾 会社法 条 項・ 条
項

あ 会社法 条
項・ 条 項

定款 定 ， 監査役等 異議 いこ
※一部 事項 利用可能
会社法施行規則9 条 項

し
規定あ 会
社法施行規
則 条 項

議決権行使書
面

議決権行使書面採用会社
会社法 条 項

招集通知 電磁的方法
提供 つい 株主 承
諾 会社法 条 項

あ 会社法 条
項

利用不可 N A 規定 し

事業報告 監査
報告含 。

取締役会設置会社 会社法
条

招集通知を電磁的方法
提供 場合 必 電
磁的方法 提供 会社法
施行規則 条 項

し

定款 定 ， 監査役等 異議 いこ
， 監査役等 請求した場合 現 提供さ
部分 監査報告 対象 一部 あ こ

を株主 通知 こ
※一部 事項 利用可能
会社法施行規則 条 項 項

し

規定あ 会
社法施行規
則 条 項
注

計算書類 監査
報告・会計監査
報告含 。

取締役会設置会社 会社法
条

招集通知を電磁的方法
提供 場合 必 電
磁的方法 提供 会社計
算規則 条 項

し

定款 定 ， 監査役等 請求した場合
現 提供さ 部分 監査報告 対象 一
部 あ こ を株主 通知 こ
※一部 事項 利用可能
会社計算規則 条 項 項

し

規定あ 会
社計算規則
条 項

注

連結計算書類
監査報告・会
計監査報告含
。

会計監査人設置会社 あ
取締役会設置会社 会社
法 条 項

招集通知を電磁的方法
提供 場合 必 電
磁的方法 提供 会社計
算規則 条 項・ 項 注

し

定款 定 ， 監査役等 請求した場合
現 提供さ 部分 監査報告 対象 一
部 あ こ を株主 通知 こ
会社計算規則 条 項 項

し

規定あ 会
社計算規則
条 項

注

参考資料７

書類 対象会社 ブ修正

株主総会資料 電子提供 関 制度 概要

注 連結計算書類 つい 監査報告・会計監査報告 招集通知 提供 際 必 提供し け ば い い ，会社 提供 こ を定 た場合 ，表
記載 方法 提供し ば い 会社計算規則 条 項 。

注 監査報告・会計監査報告 つい 規定 い。

注 電磁的方法 提供：主 種類 想定さ い E ai 方法， 情報を ブサイ 掲載し書面又 E ai 等 当該 ブサイ ア レスを通知
方法， 情報 保存さ た媒体を交付 方法

注 ブ開示 し提供：情報を一定期間 招集通知を発出 時 株主総会 日 月 経過 日 間 ブサイ 掲載し当該 ブサイ ア
レスを株主 通知 こ 当該情報を提供した 制度

電磁的方法 提供 注 ブ開示 し提供 注


